
令
和
元
年
五
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

一

八

七

号

社
会
保
険
労
務
士
の
懲
戒
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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社
会
保
険
労
務
士
の
懲
戒
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

労
働
社
会
保
険
諸
法
令
に
係
る
業
を
行
う
、
国
家
資
格
で
あ
る
「
社
会
保
険
労
務
士
」
の
、
国
民
に
対
す
る
制
度
の
透
明
性

を
担
保
す
る
「
懲
戒
制
度
」
（
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
以
降
）
に
関
し
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

社
会
保
険
労
務
士
に
係
る
懲
戒
処
分
な
ら
び
に
手
続
に
つ
い
て

（
一
）

社
会
保
険
労
務
士
に
か
か
る
不
正
情
報
な
ど
へ
の
対
応
に
つ
い
て

ア

「
社
会
保
険
労
務
士
の
懲
戒
処
分
等
に
係
る
事
務
手
続
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
特
定

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
、
労
働
基
準
局
監
督
課
社
会
保
険
労
務
士
係
作
成
の
「
社
会
保
険
労
務
士
の

懲
戒
処
分
等
に
係
る
事
務
手
続
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
以
下
、
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
。
）
」
は
、
平
成
二
十
八
年
十

月
十
八
日
付
諮
問
（
平
成
二
十
八
年
（
行
情
）
諮
問
第
六
二
六
号
）
に
対
す
る
、
厚
生
労
働
大
臣
の
平
成
二
十
九

年
七
月
三
日
付
答
申
（
平
成
二
十
九
年
（
行
情
）
答
申
一
三
〇
号
）
と
同
様
、
作
成
時
以
降
現
在
ま
で
、
改
訂
は

行
わ
れ
て
い
な
い
か
否
か
の
確
認
を
求
め
る
。

イ

社
会
保
険
労
務
士
に
か
か
る
不
正
情
報
な
ど
の
相
談
窓
口

前
記
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
よ
れ
ば
、
社
会
保
険
労
務
士
に
か
か
る
不
正
情
報
な
ど
の
相
談
窓
口
は
、
本
省
を
は

一



じ
め
と
し
て
、
局
監
督
課
、
社
会
保
険
諸
法
令
所
轄
部
署
（
厚
生
労
働
省
年
金
局
事
業
企
画
課
監
理
・
社
会
保
険

労
務
士
係
・
地
方
厚
生
（
支
）
局
年
金
調
整
課
又
は
年
金
管
理
課
）
、
並
び
に
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会

を
は
じ
め
と
す
る
、
都
道
府
県
社
会
保
険
労
務
士
会
が
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
も
そ
の
理
解
で

よ
ろ
し
い
か
。

（
二
）

聴
聞
の
被
害
者
参
加
に
つ
い
て

社
労
士
法
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
、
社
労
士
の
懲
戒
に
係
る
聴
聞
は
公
開
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
が
、
聴
聞
参
加
者
の
確
保
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
段
で
行
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
関
係
人
（
特
に
、
懲

戒
請
求
者
）
に
対
し
て
、
聴
聞
は
公
開
で
あ
り
傍
聴
可
能
で
あ
る
旨
の
告
知
は
し
て
い
る
の
か
。

し
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
る
の
か
を
お
示
し
願
い
た
い
。

（
三
）

量
定
に
つ
い
て

ア

基
準
の
存
在
に
つ
い
て

部
外
秘
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
が
平
成
十
六
年
二
月
十
八
日
に
作
成
し
た
「
社
会
保
険
労
務
士
の
懲
戒
処
分
に

係
る
量
定
の
基
準
」
は
、
現
在
も
基
準
と
し
て
存
在
す
る
か
お
尋
ね
す
る
。

二



イ

情
状
酌
量
に
つ
い
て

前
記
基
準
は
、
量
定
の
基
準
と
し
て
、
一
定
の
基
準
が
示
さ
れ
、
情
状
酌
量
に
よ
り
同
基
準
の
量
定
が
減
量
す

る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
前
記
量
定
の
決
定
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
三
に
よ

り
、
「
罰
金
以
下
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
」
に
該
当
す
る
懲
戒
処
分
と
し
て
の
業
務
停
止
に
つ
き
、
被
懲
戒
者

Ａ
が
罰
金
刑
十
万
円
を
理
由
と
す
る
も
の
、
他
方
被
懲
戒
者
Ｂ
が
罰
金
刑
五
十
万
円
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
場
合
、
業
務
停
止
期
間
に
差
異
が
あ
る
か
。
仮
に
同
じ
だ
と
し
た
ら
、
ど
の
様
な
情
状
酌
量
が
考
え
ら
れ
る
か

お
尋
ね
す
る
。

（
四
）

懲
戒
処
分
の
公
表
の
基
準
に
つ
い
て

ア

公
表
の
方
法
に
つ
い
て

社
労
士
法
は
、
懲
戒
処
分
の
通
知
及
び
公
告
に
つ
き
、
第
二
十
五
条
の
五
で
、
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
十

五
条
の
二
又
は
第
二
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
理

由
を
付
記
し
た
書
面
に
よ
り
当
該
社
会
保
険
労
務
士
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
官
報
を
も
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
と
定
め
て
い
る
。

三



加
え
て
、
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
の
「
懲
戒
処
分
等
の
基
準
」
の
、
「
二

懲
戒
処
分
の
公
表
の
基
準
」

（
以

下
、
「
公
表
の
基
準
」
と
い
う
。
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

「
（
三
）

公
表
等
の
方
法

社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
五
又
は
第
二
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
官
報

を
も
っ
て
公
告
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
す
る
。

※
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
降
の
懲
戒
処
分
よ
り
適
用
」

で
あ
り
、
官
報
に
公
告
の
上
、
併
せ
Ｈ
Ｐ
上
で
も
公
表
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
最
後
の
一
文
に
つ
き
「
※

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
降
の
懲
戒
処
分
よ
り
適
用
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
か
、
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

イ

懲
戒
処
分
の
公
表
の
期
間
に
つ
い
て

前
述
の
「
公
表
の
基
準
」
に
お
い
て
、

「
（
二
）

懲
戒
処
分
の
公
表
の
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

四



ア

戒
告

処
分
の
日
か
ら
一
年

イ

業
務
の
停
止

業
務
の
停
止
の
日
か
ら
期
間
終
了
の
翌
日
よ
り
二
年

ウ

失
格
処
分
又
は
解
散

処
分
の
日
か
ら
五
年
」

と
あ
る
が
、
例
え
ば
、
「
イ

業
務
の
停
止
」
の
場
合
、
処
分
の
日
に
懲
戒
処
分
の
事
実
公
表
を
し
、
期
間
終
了

の
翌
日
よ
り
二
年
間
公
表
を
継
続
す
る
こ
と
の
目
的
を
ご
説
明
い
た
だ
き
た
い
。

ウ

被
懲
戒
請
求
者
に
よ
り
扱
い
が
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て

（
ア
）

個
別
具
体
的
な
比
較

前
記
公
表
基
準
が
あ
る
も
の
の
、
Ｈ
Ｐ
上
で
公
表
さ
れ
て
い
る
、
実
際
の
懲
戒
処
分
者
の
情
報
は
、
対

象
者
に
よ
っ
て
掲
載
時
期
が
異
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
平
成
三
十
一
年
二
月
九
日
か
ら
三
か
月
間
の
業
務
停
止
処
分
を
受
け
た
者
が
、
平
成
三
十
一

年
四
月
三
日
付
で
公
告
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
上
記
基
準
で
い
え
ば
、
処
分
の
日
で
あ
る
平
成
三
十
一
年

二
月
九
日
が
公
表
の
起
算
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
一
年
間
の
業
務
停
止
処
分
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
平

五



成
三
十
一
年
三
月
十
一
日
付
で
公
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
本
来
、
処
分
の
日
で
あ

る
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
四
日
を
起
算
日
と
し
て
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
前
者
と
後
者
を
比
べ
て
み
る
と
、
前
者
の
方
が
、
懲
戒
処
分
の
始
期
が
二
週
間
程
度
早
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
公
表
は
、
懲
戒
処
分
の
始
期
が
そ
れ
よ
り
遅
い
後
者
よ
り
、
三
週
間
程
度
後
に
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
懲
戒
処
分
に
係
る
事
実
の
公
表
期
間
は
、
後
者
の
懲
戒
処
分
に
係
る
事
実
の
公

表
期
間
に
く
ら
べ
、
不
当
に
短
い
こ
と
が
分
か
る
。

「
公
表
の
基
準
」
と
異
な
る
、
こ
う
し
た
取
り
扱
い
に
つ
き
、
合
理
的
な
理
由
に
つ
い
て
具
体
的
に
お

示
し
い
た
だ
き
た
い
。

（
イ
）

公
表
が
遅
れ
る
こ
と
の
弊
害

業
務
停
止
処
分
に
お
け
る
、
厚
生
労
働
省
で
の
Ｈ
Ｐ
上
の
処
分
公
表
に
つ
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
業

務
停
止
期
間
終
了
後
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
事
例
で
あ
る
、
平
成
三
十

一
年
二
月
九
日
か
ら
三
か
月
間
の
業
務
停
止
処
分
を
受
け
た
者
が
、
平
成
三
十
一
年
四
月
三
日
付
で
公
告

さ
れ
た
件
に
つ
き
、
処
分
か
ら
公
表
ま
で
は
五
十
三
日
の
期
間
を
要
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

六



そ
う
す
る
と
仮
に
当
該
被
懲
戒
処
分
者
の
業
務
停
止
期
間
が
一
か
月
間
だ
っ
た
場
合
、
処
分
終
了
後
に

公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
仮
に
業
務
停
止
違
反
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、
被
懲
戒
処
分

者
の
名
で
書
類
提
出
等
を
行
っ
て
い
な
い
限
り
、
他
の
業
務
は
誰
の
監
視
を
受
け
る
事
も
な
く
行
え
る
こ

と
に
な
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
象
に
つ
き
、
業
務
停
止
処
分
の
目
的
に
適
っ
て
い
る
の

か
、
否
か
、
合
理
的
な
ご
説
明
を
伺
い
た
い
。

エ

懲
戒
処
分
の
公
表
の
終
期
に
つ
い
て

「
公
表
の
基
準
」
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
業
務
停
止
の
場
合
、
業
務
の
停
止
の
日
か
ら
期
間
終
了
の
翌
日
よ
り

二
年
の
間
、
Ｈ
Ｐ
上
で
処
分
の
公
表
が
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
前
述
し
た
、
平
成
三
十
一
年
二
月
九
日
か
ら
三
か
月
間
の
業
務
停
止
処
分
に
係
る
懲
戒
処
分
を
受
け

た
者
に
つ
き
、
平
成
三
十
一
年
四
月
三
日
付
で
、
厚
生
労
働
省
、
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
、
岡
山
県
社

会
保
険
労
務
士
会
の
各
Ｈ
Ｐ
上
に
、
そ
の
情
報
が
公
告
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
月
二
十
六
日
に
は
、
各
Ｈ

Ｐ
上
で
、
何
の
断
り
書
き
も
な
く
、
す
べ
て
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
、
忽
然
と
当
該
被
懲
戒
処
分
者
の
情
報
と
と
も
に
、
懲

戒
処
分
者
の
一
覧
か
ら
も
同
人
の
氏
名
等
が
削
除
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
本
来
、
基
準
ど
お
り
の
扱
い
を
す
る
な
ら

七



ば
、
二
年
三
か
月
間
、
Ｈ
Ｐ
上
で
情
報
の
公
表
が
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
、
わ
ず
か
二
十
三
日
間
で

公
表
が
終
了
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
特
別
の
扱
い
は
、
ま
ず
、
基
準
ど
お
り
に
氏
名
が
公
表
さ
れ
て
い
る
、
他
の
懲
戒
処
分
者
と
の
公
平

性
が
損
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
業
務
停
止
の
公
表
期
間
が
、
「
業
務
の
停
止
の
日
か
ら
期
間
終
了
の
翌
日
よ
り
二
年
」
と
定
め
ら
れ

た
背
景
に
は
、
そ
の
期
間
は
、
被
懲
戒
者
の
反
省
を
促
す
の
に
相
当
な
期
間
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
公
表
の
期
間

は
、
依
頼
者
で
あ
る
国
民
に
対
し
、
当
該
社
労
士
は
何
ら
か
の
非
違
行
為
で
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
依
頼
に
あ
た
っ
て
は
、
通
常
の
社
労
士
よ
り
も
気
を
付
け
る
よ
う
、
注
意
喚
起
を
促
す
期
間
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
思
料
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
の
懲
戒
処
分
に
期
待
す
る
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

よ
っ
て
、
懲
戒
処
分
の
基
準
を
厚
生
労
働
省
の
Ｈ
Ｐ
上
で
謳
い
な
が
ら
、
そ
れ
と
異
な
る
扱
い
を
す
る
こ
と

は
、
同
じ
懲
戒
者
の
中
で
平
等
な
扱
い
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
懲
戒
処
分
を
受
け
た
士
業
者
へ
の

依
頼
を
忌
避
す
る
依
頼
者
と
な
る
べ
き
国
民
の
、
人
選
に
お
け
る
正
当
な
評
価
を
、
不
当
に
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な

る
。

八



こ
う
し
た
、
基
準
を
大
き
く
外
れ
た
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
合
理
的
な
理
由
を
開
示
願
い
た
い
。

（
五
）

社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
停
止
に
つ
い
て

ア

業
務
停
止
に
該
当
す
る
要
件
に
つ
い
て

社
労
士
法
に
は
、
そ
の
第
二
十
五
条
に
懲
戒
処
分
の
種
類
は
「
戒
告
」
、
「
業
務
の
停
止
」
、
「
失
格
処
分
」

の
三
種
類
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
が
Ｈ
Ｐ
に
公
表
し
て
い
る
、
「
懲
戒
処
分
等
の
基
準
」
（https://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/bunya/

roudoukijun/shahorou-tyoukai/tyoukai-kijun.htm
l

）
の
う
ち
、
そ
の
一
に
お
い
て
「
懲
戒
処
分
の
基
準
及

び
事
例
」
を
示
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
保
険
労
務
士
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
や
労

働
社
会
保
険
諸
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
」
は
、
「
失
格
処
分
、
一
年
以
内
の
業
務
の
停
止
又
は
戒
告
」
の

適
用
を
受
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
「
業
務
停

止
」
に
該
当
す
る
の
か
、
そ
の
判
断
基
準
と
な
る
要
件
が
、
具
体
的
か
つ
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
（
ち
な
み
に
、
弁
護
士
会
に
は
、
「
弁
護
士
法
人
の
業
務
停
止
期
間
中
に
お
け
る
業
務
規

制
等
に
つ
い
て
弁
護
士
会
及
び
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
と
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
九
年
三
月
十
五

九



日
改
正
）
」
が
存
在
し
、
通
常
の
弁
護
士
活
動
の
他
に
も
、
業
務
停
止
期
間
に
は
「
看
板
等
、
一
切
の
表
示
の
除

去
」
、
ま
た
、
「
法
律
事
務
所
の
使
用
禁
止
」
な
ど
、
具
体
的
な
業
務
停
止
の
要
件
並
び
に
判
断
基
準
が
示
さ
れ

て
い
る
。)

。

社
会
保
険
労
務
士
に
は
、
こ
う
し
た
基
準
は
存
在
す
る
の
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
基
準
が
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
当
該
基
準
の
公
表
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
に
つ
き
、
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

イ

業
務
停
止
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

さ
ら
に
、
「
業
務
停
止
」
に
つ
き
、
被
懲
戒
処
分
者
が
実
際
に
業
務
を
し
て
い
る
の
か
否
か
に
関
し
、
懲
戒
権

者
の
主
務
官
庁
と
し
て
、
ど
の
様
な
方
法
で
事
実
を
確
認
す
る
の
か
、
具
体
的
に
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

ウ

業
務
停
止
違
反
の
通
報
対
応
に
つ
い
て

（
ア
）

通
報
の
窓
口
に
つ
い
て

「
業
務
停
止
」
の
期
間
中
に
、
被
懲
戒
処
分
者
が
社
会
保
険
労
務
士
法
の
命
令
に
違
反
し
、
業
務
を

行
っ
て
い
る
こ
と
を
現
認
し
た
国
民
が
そ
の
旨
の
通
報
を
す
る
場
合
、
窓
口
は
ど
こ
に
な
る
の
か
、
ま
た

通
報
の
方
法
（
す
な
わ
ち
、
文
書
に
よ
る
か
、
口
頭
に
よ
る
か
、
ま
た
文
書
の
場
合
は
そ
の
様
式
が
存
在

一
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す
る
の
か
）
に
つ
き
お
尋
ね
す
る
。

（
イ
）

通
報
に
対
す
る
調
査
義
務
の
有
無

前
記
通
報
に
つ
き
、
懲
戒
権
者
に
、
調
査
の
作
為
義
務
が
あ
る
か
。
作
為
義
務
が
な
い
と
し
た
ら
、
そ

の
根
拠
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

（
ウ
）

通
報
者
に
対
す
る
報
告

前
記
通
報
に
対
し
、
ど
の
様
な
調
査
を
し
、
そ
の
結
果
ど
う
な
っ
た
か
の
報
告
は
、
通
報
者
に
対
し
て

な
さ
れ
る
の
か
否
か
を
お
尋
ね
す
る
。

二

懲
戒
処
分
と
、
懲
戒
処
分
取
り
消
し
訴
訟
の
関
係
に
つ
い
て

（
一
）

執
行
停
止
に
な
っ
た
者
の
、
厚
労
省
Ｈ
Ｐ
の
掲
載
期
間
に
つ
い
て

前
記
懲
戒
処
分
の
内
、
業
務
停
止
の
処
分
を
受
け
た
懲
戒
処
分
者
に
つ
い
て
は
、
官
報
に
公
告
す
る
と
と
も
に
、

厚
生
労
働
省
の
Ｈ
Ｐ
に
、
業
務
の
停
止
の
日
か
ら
期
間
終
了
の
翌
日
よ
り
二
年
間
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
基
準
と
し
て

示
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
懲
戒
処
分
を
不
服
と
し
て
行
政
訴
訟
な
ど
を
提
起
す
る
こ
と
も
可
能
で

一
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あ
る
。
同
時
に
、
保
全
手
続
き
と
し
て
、
執
行
停
止
を
申
し
立
て
た
場
合
、
結
果
的
に
、
実
質
「
懲
戒
処
分
」
を
受

け
な
く
て
も
良
い
こ
と
に
な
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
、
愛
知
県
社
会
保
険
労
務
士
会
所
属
の
社
会
保
険
労
務
士
に
対
し
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
日

付
け
で
行
っ
た
、
三
カ
月
の
業
務
停
止
処
分
に
対
す
る
「
懲
戒
処
分
取
消
請
求
事
件
」
を
例
に
と
る
と
、
一
審
判
決

は
平
成
三
十
年
二
月
二
十
二
日
に
言
い
渡
し
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
控
訴
が
さ
れ
て
い
な
い
が
、
仮
に

控
訴
が
さ
れ
て
い
れ
ば
、
三
カ
月
の
業
務
停
止
処
分
、
並
び
に
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
で
の
処
分
公
表
基
準
の
期
間
を
優

に
徒
過
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
懲
戒
処
分
者
が
執
行
停
止
を
申
し
立
て
て
い
れ
ば
、
実
際
に
懲
戒
処
分
に
該

当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
業
務
停
止
並
び
に
、
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
で
の
処
分
公
表
は
、
実
質
的
に
受
け
ず

に
済
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
お
尋
ね
し
た
い
。

（
二
）

唐
突
に
削
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
社
労
士
の
被
懲
戒
処
分
者
に
つ
き
、
そ
の
氏
名
等
が
官
報
に
公
告
さ
れ
る
と
同
時
に
、
厚
生
労
働
省

の
Ｈ
Ｐ
に
公
告
内
容
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
後
日
、
当
該
処
分
に
つ
き
「
懲
戒
処
分
取
消
請
求
事
件
」
が
提
起
さ

れ
、
執
行
停
止
処
分
が
認
め
ら
れ
る
と
、
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
を
は
じ
め
と
し
て
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
並

一
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び
に
各
都
道
府
県
社
労
士
会
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
、
当
該
公
告
の
事
実
が
何
ら
の
解
説
な
く
削
除
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

同
Ｈ
Ｐ
の
閲
覧
者
に
は
、
当
該
懲
戒
処
分
の
取
消
が
さ
れ
た
が
如
く
の
誤
認
を
さ
せ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
が
、
国

民
の
知
る
権
利
に
対
し
、
消
去
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
一
定
の
情
報
を
開
示
す
る
用
意
は
あ
る
か
お
尋
ね
し
た

い
。

（
三
）

懲
戒
請
求
者
に
対
す
る
取
消
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
の
告
知

被
懲
戒
請
求
者
の
聴
聞
手
続
に
お
い
て
は
、
懲
戒
請
求
者
に
対
し
て
、
公
開
で
行
う
聴
聞
の
傍
聴
を
告
知
す
る
旨

が
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
懲
戒
処
分
を
不
服
と
し
て
被
懲
戒
請
求
者
が
当
該
処
分
の
取
消
訴

訟
を
提
起
し
た
際
、
同
情
報
は
懲
戒
請
求
者
に
告
知
す
る
の
か
お
尋
ね
す
る
。

右
質
問
す
る
。

一
三


